
まだ間に合う！ 直前対策セミナー
育児・介護休業法と定年後再雇用制度の実務対策

総務・人事・経営者向けセミナー／名古屋・Web同時開催

2/14（金） 13:10～16:00

開催日 名古屋会場

ウインクあいち

■お問い合わせ先

【住所】 名古屋市西区名駅二丁目27番8号（名古屋プライムセントラルタワー７階） 【TEL】 052-533-6905 【FAX】 052-533-6935

【E-mail】 sangyo-bn2@totec.co.jp 【担当】 産業システム事業部 渡邊

名古屋会場申込 Web申込

就業規則の変更、各種規定・契約の見直し、労務管理の強化、etc…。
2025年4月以降、企業はこれまで以上に従業員の管理を求められます。
本セミナーでは専門の労務士をお招きし、対策すべきことを解説いたします。

セミナー概要

2025年4月の
法改正対応は万全ですか？

企業イメージ低下、罰金などの
リスクを未然に防ぐ！

お客様の声

総務人事業務で
負担に感じている手続きベスト３

今回の法改正に加えて人材不足
や高齢者の再雇用など、企業を
悩ますファクターが年々増して
います（特に製造業は再雇用を
選択されている企業が多数）。

今後の対応に不安な方へ、
直前において何をすべきか？
ヒントと4月から取り組むべき
実務を具体的にお伝えします！

今後の法改正に対する体制

総務人事業務で
感じている課題ベスト３

https://www.totec-sangyo.jp/contact.html
https://www.totec-sangyo.jp/seminar/2025_labor_management_law/2_14_web.html
https://www.totec-sangyo.jp/seminar/2025_labor_management_law/2_14_nagoya.html


2025年4月から「定年65歳」は義務？
定年後再雇用制度に伴う労務管理の留意点と対応策セミナー

社会保険労務士法人クラシコ 所長 特定社会保険労務士井上 啓文 氏

【第二部】 14:40～15:50（70分）

労働意欲のある高齢者が働ける環境を整備することは、人材不足のなか、企業の人
事戦略において必須事項となってきます。しかし、対応を誤ると企業のリスクにつなが
る可能性があるため、なかなか足を踏み出しづらい領域となり注意が必要です。
本セミナーでは、定年後再雇用制度に伴う、契約の円滑な進行に向けた労務管理の
留意点と、最新法改正への対応策について詳しく解説します。
後半では制度改正に伴い増加する業務を雇用契約の手続きや管理の標準化によっ
て効率化できる『奉行クラウドHR DX Suite』をご紹介いたします。

■お問い合わせ先

【住所】 名古屋市西区名駅二丁目27番8号（名古屋プライムセントラルタワー７階）

【TEL】 052-533-6905 【FAX】 052-533-6935
【E-mail】 sangyo-bn2@totec.co.jp
【担当】 産業システム事業部 渡邊

【個人情報の取扱いについて】
トーテックアメニティは、システムの設計・開発業務、人材派遣業務、およびそれらに付帯する関連業務を行うにあたり、個人情報の適切な保護が、重要な社会的責務であると考えております。
トーテックアメニティでは、個人情報保護に関する日本工業規格JISQ15001に基づき、個人情報保護マネジメントシステムを構築し、以下の取り組みを実施いたします。

1.個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守いたします。
2.ご本人の同意を得ることなしに、個人情報（住所、氏名、年齢、電話番号等）を取得いたしません。また、個人情報を取得する場合は、あなたの個人情報を製品・サービスに関する情
報をお知らせするために利用させて頂きます。本人の同意なく他の目的で利用致しません。

3.当社が取得させて頂いた個人情報は、以下の何れかに該当する場合を除き、第三者（セミナー共催者を除く）に開示・提供等をすることはありません。
（1）ご本人の事前の同意・承諾を得た場合
（2）当社との間で機密保持に関する契約を締結する会社等に業務を委託する場合、及び、その他の正当な理由がある場合
（3）その他法令等により開示・提供が必要な場合

4. 本セミナー共催者とは、製品・サービスに関する情報のお知らせのために、お客様の個人情報を共同利用致します。共同利用する個人情報の項目は、お申込時にご記入いただいた項
目となります。

5.個人情報に関する照会、確認、修正等を要求された場合には、迅速に対応いたします。
6.個人情報は、当社によって適切、厳重に管理し、個人情報への不正なアクセスや情報の紛失、破壊、改ざん、及び漏洩等が起きないよう安全対策を講じるとともに、防止に努めます。
7.個人情報の保護及び取扱いについて、継続的改善に努めてまいります。

※ お客様ご自身の個人情報の開示・訂正・削除を希望される場合には、下記宛にご連絡下さい。
○お問い合わせ先(管理責任者）

                  〒４５１－００４５ 愛知県名古屋市西区名駅２-２７-８ （名古屋プライムセントラルタワー7Ｆ）
トーテックアメニティ株式会社 産業システム事業部 中部営業部 三宅 TEL：052-533-6905

2025年4月改正育児・介護休業法
これだけやる！ 今からはじめる実務対策セミナー

アクタス社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 松澤 隆志 氏

【第一部】 13:10～14:30（80分）

2025年4月からいよいよ始まる改正育児・介護休業法は、新たな制度の整備や従
業員への面談強化など、人事担当者がやるべきことが多岐にわたります。
しかし、人手不足に加えて足元の業務で手一杯で、お困りの方も多いのではないで
しょうか？
本セミナーでは、社会保険労務士による育児・介護休業法の改正内容の解説に加え、
今からでも間に合う、実務上の準備についてお話しします。
後半では人事労務業務のDXソリューションをご紹介します。

プログラム ※内容は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

人事データをフル活用！ 効率的・戦略的な人材配置

トーテックアメニティ株式会社

【第三部】 15:50～16:00（10分）

データ連携ツール『ASTERIA Warp』とBIダッシュボード『MotionBoard』の紹介
を通じて、従業員情報の一元化や戦略的な人材管理の手法を解説いたします。

https://www.totec-sangyo.jp/solution/asteria_warp.html
https://www.totec-sangyo.jp/solution/motionboard.html
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